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次亜塩素酸⽔の⾼いポテンシャル

優れた効果

安全性

(⼈・物
・環境)

空間噴霧に
対応できる
唯⼀の薬剤

低コスト

⾼い供給⼒

ウイルス・細菌・真菌まで、広い
スペクトルの微⽣物に有効

⼝に⼊っても、⽪膚に触れても、
吸い込んでも安⼼

微⽣物を酸化攻撃して瞬時に不活化し、
同時に還元されて安全な成分に分解

低コストで、アルコールと⽐較して、
⾮常時の需要に対応しやすい

空間噴霧に対応できる唯⼀の薬剤
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ウイルスの空気感染に対応できる
空間噴霧可能な消毒剤へのニーズ

空間噴霧可能な次亜塩素酸⽔は、
現時点で、現実的に空気感染のリスクを
有効に低減できる唯⼀の消毒成分
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次亜塩素酸⽔が抱える問題点１
• 不正確な情報が氾濫
→次亜塩素酸⽔⾃体が正しく認知されていない
• 主成分の次亜塩素酸は⾮常に不安定な成分
→「有効」で「安全」な使⽤のためには、正しく製造し、
正しく保管し、正しく使うことが不可⽋

• 必要な知識をもたない製造者や販売者が市場に参⼊
→効果が疑わしい商品、安全性に疑問を抱かせる商品や
告知広告、法令違反

• 次亜塩素酸⽔の製造⽅法、成分の規格がない
→使⽤者や消費者が、正しく判断できる基準がない次
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次亜塩素酸⽔が抱える問題点２
• 使⽤者・消費者の問い合わせに対応できる協会がない
→業界として未成熟
• 使⽤者・消費者が安⼼して選別・使⽤できない
→不安を感じながら、購⼊・使⽤している消費者が多数
• 空間噴霧に関して、⾏政判断がなされていない
→効果・安全性の両⾯からの検証と判断が必要
• ⾏政と連携できる、しっかりとした⼯業会がない
→⾏政と連携し、⾏政に情報提供できる、技術的・科学的
に信頼しうる企業連合による⼯業会が必要
※⾏政との連携・協⼒なしに、健全な業界の成⻑はない次

亜
塩

素
酸

化
学

工
業

会
 

 

転
載

禁
止



次亜塩素酸化学⼯業会の設⽴意義１
• 次亜塩素酸⽔の製造⽅法、成分の規格を定める
→次亜塩素酸⽔が、正しい⼯業製品として認知されるため
の根拠のある規格基準を定める
• 次亜塩素酸⽔および製造装置に関する正しい知識を持つ製
造業者、販売業者を、使⽤者・消費者が選別できる仕組み
作り
→規格基準を満たす「商品」「製造装置」に認証マークを
付与することで、使⽤者・消費者の正しい選択を⽀援する次
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次亜塩素酸化学⼯業会の設⽴意義２
• 次亜塩素酸⽔の正しい保管⽅法・使⽤⽅法等の告知・啓蒙
→販売者・使⽤者・消費者に対し、商品選択だけでなく、
正しい保管⽅法、使⽤⽅法を告知・啓蒙する

• 次亜塩素酸⽔に関する研究・検証を⾏い、結果を広く開⽰
する
→空間噴霧の効果と安全性に関してなど、有⽤なテーマに
関して、⾏政と連携しながら研究を進め広く情報開⽰す
る 次
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HCIA 認証マーク
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事業内容
• 次亜塩素酸⽔及びその製造装置の情報⼜は資料の収集に関する事業
• 次亜塩素酸⽔及びその製造装置の規格基準に関する事業
• 規格基準を満たす、適正な次亜塩素酸⽔商品および次亜塩素酸⽔製造装置を認定
する事業

• 次亜塩素酸⽔及びその製造装置の公正な普及発展に関する事業
• 消費者に対する次亜塩素酸⽔の啓蒙活動の推進・指導
• 次亜塩素酸⽔及びその製造装置の関連する法令及び⾏政の情報収集に関する事業
• 次亜塩素酸⽔及びその製造装置の展⽰、広告に関する事業
• 国内及び海外の次亜塩素酸⽔及びその製造装置の機関、学会、協議会等における
情報交換及び相互協⼒に関する事業

• 前各号に付帯する事業
• その他本会の⽬的達成のため必要と認められる事業次
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参加会員
■本会員・賛助会員（順不同）
・株式会社ピュアソン ・東京メディカルテクノロジーズ株式会社
・パークス株式会社 ・フジパスク株式会社
・株式会社光と⾵の研究所 ・株式会社オプテック
・テリオステック株式会社 ・株式会社グリーンウェル
・有限会社サモア ・シナプテック株式会社
・Renafine株式会社 ・株式会社⼤阪ソーダ

1.
■オブザーバ
・三重⼤学⼤学院 ⽣物資源学研究科 教授 福﨑 智司
・株式会社エフシージー総合研究所 取締役 暮らしの科学部 部⻑ 川上 裕司
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空間噴霧の誤解と正解１
1. (誤）次亜塩素酸⽔を空間噴霧し始めれば、瞬間に強い殺菌効果を発

揮する。
(正）次亜塩素酸⽔の空間噴霧は、継続または間⽋して噴霧し続ける

ことで、室内全体に作⽤し、付着したウイルスや菌をゆっくり
と不活化すると同時に、空気中で接触した浮遊ウイルスや菌を
不活化する。

2. (誤）空間噴霧の主たる⽬的は、空気中の浮遊ウイルスの除去である。
(正）空間噴霧の主たる⽬的は、天井や、壁⾯、床、家具・備品など

に付着しているウイルスなどの不活化・除去であり、次の⽬的
が空気中の浮遊ウイルス・菌の低減である。

3. (誤）空間噴霧すれば室内が完全な殺菌状態になって安全。
(正）空間噴霧によって、感染リスクは⼤幅に下がるが、ゼロにはな

らない。継続して噴霧することで、付着したウイルスや菌をゼ
ロに近づけると同時に、空間のウイルスなどを低減する。
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空間噴霧の誤解と正解２
4. (誤）気化した次亜塩素酸⽔は、吸い込むと危険。
(正）苛性ソーダを含まない、4.0<pH<7.5で、50ppm以下の有効濃度の次亜

塩素酸⽔の空間噴霧は、多くの実績例から、⼈がいる環境下でも安全で
あることが確認されている。

5. (誤）次亜塩素酸⽔を噴霧し続けると空気中の次亜塩素酸濃度がどんどん⾼く
危険になる。

(正）次亜塩素酸⽔を噴霧し続けても、空気中の有効塩素濃度は、⼈体に影
響のないレベルの⼀定濃度で上限を迎え、それ以上は上昇しない。

6. (誤）次亜塩素酸⽔を超⾳波または気化噴霧すると、そのままの濃度の次亜塩
素酸⽔が空間に出ていく。

(正）次亜塩素酸⽔を超⾳波または気化噴霧した場合、機械から空間に出る前
に、物理的な衝撃により有効塩素濃度は約50%に低下している。

7. (誤）次亜塩素酸⽔の空間噴霧だけしていれば⼤丈夫。
(正）次亜塩素酸⽔の空間噴霧と、⾝の回りへの直接噴霧、次亜塩素酸⽔によ

る清拭を組み合わせることで、⾼いレベルのウイルス対策が可能である。
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空間噴霧の実績例
会員１社の導⼊事例だけでも、
140棟以上の⾼齢者介護施設（居室数：6500室以上）で、
これまで６ヵ⽉から17ヵ⽉にわたって、次亜塩素酸⽔の
空間噴霧を継続実施されており、現在も継続中。

導⼊後、全ての事業所で、インフルエンザ患者の発⽣が
ゼロに抑えられており、健康被害も出ていない。
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